
第２号様式（第６条関係） 

 

ＳＤＧｓおおたスカイパートナー宣言書 

 

(宛先)大田区長 

 

私たちは、ＳＤＧｓの内容を理解し、以下のとおり、大田区とともにＳＤＧｓの推進に取

り組むことを宣言します。 

 

＜宣言日＞令和７年１１月１３日 

事業者情報 

事業者名 サージ行政書士事務所 

代表者 職・氏名 
職名 代表行政書士 

氏名 隈本 納実 

ホームページ URL（任意） https://www.surge-gyosei.com/ 

事業者ロゴ（任意） 

 

 

事業者としての 2030 年のあるべき姿 

2030 年には、大田区の地域住民・中小企業・女性の働き手にとって「行政手続きや事業

運営で困ったときに、最初に相談できる身近な専門拠点」としての役割を確立することを

目指します。行政手続きのデジタル化が進む時代に、高齢者や子育て世帯、制度に不慣れ

な方が取り残されることのないよう、分かりやすく丁寧に寄り添う支援体制を強化しま

す。 

また、大田区の中小企業に対しては、許認可・補助金・契約書整備など、経営基盤を支え

る法務インフラとして継続的に伴走し、地域経済の活性化に貢献します。さらに、女性士

業ならではの視点を活かし、女性経営者や子育て中の働く女性が安心して相談できる窓口

として、多様な働き方や仕事の継続をサポートします。地域とともに成長し、誰にとって

も安心できる行政サポートの拠点として、持続可能で温かい地域社会の実現に寄与する事

務所を目指します。 

 

 



これまでに取り組んでいる・これから取り組みたいＳＤＧｓ17のゴール・目標（複数選択可）  

（これまでに取り組んでいるゴール・目標：○ これから取り組みたいゴール・目標：●）  

      

  ○● ○● ○●  

      

 ○● ○● ○● ○● ○● 

     

 

   ○● ○●  

 

目標の達成に向けた取組内容等 

関連するゴール

の数字を記入

（複数記入可） 

これまでの取組内容 これからの取組内容 

8・9・16 

＜事業者支援・地域経済への貢献

＞ 

大田区内の事業者に対し、許認可

申請、補助金申請、契約書整備など

の法務支援を行い、事業継続や経

営の安定に寄与してきました。ま

た、地域の小規模事業者や創業者

の相談に応じ、事業活動の基盤づ

くりに貢献してきました。 

大田区内の事業者へ向けた最新の

許認可情報や補助金情報を継続的

に発信し、経営の安定化と地域産

業の活性化にさらに貢献します。 

大田区の創業予定者向けに「開業

準備相談」の定期開催や外国人事

業者の法務サポートを新規導入

し、事業者との連携を強め、より伴

走型の支援体制を整えていきま

す。 

9・10 

＜デジタル化支援と行政手続きの

効率化＞ 

電子定款やオンライン申請などの

デジタル手続きを導入し、事業者

の負担軽減と業務効率化に貢献し

ました。デジタルに不慣れな方に

も丁寧に説明し、行政手続きから

の“取り残し”を防ぐ取り組みを続

けてきました。 

行政手続きのオンライン化が進む

中、より多くの事業者・住民がスム

ーズに制度を利用できるよう、デ

ジタルサポートを強化します。デ

ジタルに不慣れな高齢経営者向け

に、マンツーマン電子申請支援な

どで手続きの標準化・迅速化を進

め、地域全体の業務効率向上に寄

与します。 



11・16 

＜地域住民の暮らしの支援＞ 

出張封印・車庫証明など生活に直

結する行政手続きを通じて、地域

住民の利便性向上に取り組んでき

ました。また、高齢者や制度に不慣

れな方の相談にも応じ、安心して

生活できる環境づくりに寄与して

きました。 

出張封印や生活関連手続きの支援

をさらに拡充し、移動負担の軽減

や暮らしの安心につながる仕組み

づくりに取り組みます。地域カフ

ェ・コミュニティ拠点での出張相

談を実施し、地域住民が「いつでも

相談できる安心拠点」としての役

割をより強めます。 

3・10 

＜福祉・子ども・障害児家庭への寄

り添い＞ 

児童発達支援・放課後等デイサー

ビスなど福祉事業者の法務支援を

行い、地域の福祉サービスの質向

上に寄与してきました。また、障害

児家庭の視点を理解した相談対応

を行い、制度理解のサポートも積

極的に実施してきました。 

福祉事業者の運営を支える法務支

援を強化し、障害児・高齢者を含む

地域の福祉資源の充実に寄与しま

す。障害児家庭向けに「制度のミニ

勉強会」や相談会を開催し、制度利

用に不安を持つ家庭が相談しやす

い体制を整えます。誰もが安心し

て支援につながれる環境をつくり

ます。 

5・10・17 

＜女性の働き方・起業支援＞ 

女性士業として、女性起業家や子

育て中の働く女性の相談に応じ、

事業継続や働きやすい環境づくり

に寄り添ってきました。女性だか

ら話しやすい相談体制が、多くの

方の事業の一歩を支える役割を果

たしてきました。 

女性経営者・子育て世代が安心し

て相談できる窓口として、オンラ

イン面談枠の強化など支援体制を

さらに拡充します。地域女性の活

躍を後押しし、多様な働き方を支

える伴走型支援を強化し、女性向

けの許認可・補助金・事業運営セミ

ナーを開催します。また、地域ネッ

トワークとの連携を深め、女性の

経済参加を広く支援します。 

 


